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１【提出理由】

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ヘッジ型）および三井住友・ＮＹ

ダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）の主要な関係法人である受託会社

に異動があったため、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関

する内閣府令第29条第２項第２号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

２【報告内容】

イ　当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

 

（異動前：主要な関係法人でなくなる法人）

・名称 株式会社しんきん信託銀行

・資本金の額 10,000百万円（平成29年３月末現在）

・関係業務の概要 異動前において、信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管

理・計算等を行いました。

 

（異動後：主要な関係法人となる法人）

・名称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

・資本金の額 324,279百万円（平成29年３月末現在）

・関係業務の概要 信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行いま

す。

 

 

ロ　当該異動の理由及びその年月日

（イ）異動の理由

受託会社であった株式会社しんきん信託銀行は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社との間で、三菱

ＵＦＪ信託銀行株式会社を存続会社、株式会社しんきん信託銀行を消滅会社とする合併を平成

29年９月19日に行い、その受託者としての地位は三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に引き継がれま

した。

（ロ）異動年月日

平成29年９月19日

 

以上
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